
岩　国　市

農業集落排水事業

令和８年３月

岩 国 市

経営戦略





令和 8 年 3 月

令和 7 年度 令和 17 年度

１．事業概要

（１）事業の現況

① 施　設

② 使　用　料

処 理 区 域 内 人 口 密 度

処 理 場 数

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための
　計画に基づき実施する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する
　場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること
　（処理区の統廃合を含む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

流 域 下 水 道 等 へ の
接 続 の 有 無

12.6人/ｈａ

９処理場（湊原、本郷、向峠、宇佐郷、佐手、南桑、佐坂、秋掛、西畑）

有

処 理 区 数 １２処理区（湊原、谷津、野口、本郷、宇塚、向峠、宇佐郷、佐手、南桑、佐坂、秋掛、西畑）

広域化・共同化・最適化
実施状況 *1

玖珂地区の２処理区は流域下水道へ接続し、広域化されている。また、本郷地区の２処理区の施
設の統合や、由宇地区の処理区の一部は公共下水道に接続しており最適化されている。

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

　使用料は基本料金と超過料金（従量使用料）からなっており、超過料金部分は使用量の増加に応
じて単価が高くなる累進制を採用しています。なお、使用料は公共下水道の使用料体系と同じで
す。

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

　同上

法適（全部適用・一部適用）

非 適 の 区 分
法適（一部適用）

岩国市農業集落排水事業経営戦略

平成元年度（36年）

岩国市

農業集落排水事業

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

団 体 名 ：

事 業 名 ：

策 定 日 ：

～計 画 期 間 ：

＜一般家庭用に水道水以外の水のみを使用する場合の使用水量の認定方法（１ヶ月）＞

＜一般汚水における使用料（１ヶ月）＞

基本水量 基本料金（円） 超過料金（１㎥につき）　（円）

10㎥を超え20㎥まで 165.0

20㎥を超え50㎥まで 176.0

10㎥まで 1,485
50㎥を超え100㎥まで 198.0

100㎥を超え1,000㎥まで 209.0

1,000㎥を超え5,000㎥まで 220.0

5,000㎥を超えるもの 275.0

世帯人員 １人 ２人から３人 ４人以上

使用水量 10㎥ １人につき６㎥ １人につき４㎥
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3,135 円 3,109 円

3,135 円 3,126 円

3135 円 3,133 円

③ 組　織

（２）民 間 活 力 の 活 用 等

（３）経営比較分析表を活用した現状分析

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和４年度
実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和４年度

イ 指定管理者制度

　汚水処理施設（９施設）は、民間委託により管理運営してい
ます。

民 間 活 用 の 状 況

※直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。

　別紙「経営比較分析表」のとおり。

職 員 数 　１人（損益勘定支弁職員）

―

―

資 産 活 用 の 状 況

ア 民間委託
（包括的民間委託を含む）

ア エネルギー利用
（下水熱・下水汚泥・発電等） *4

イ 土地・施設等利用
（未利用土地・施設の活用等） *5

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

事 業 運 営 組 織

ウ ＰＰＰ・ＰＦＩ

―

―

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。
*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

令和５年度 令和５年度

令和６年度 令和６年度

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

　公衆浴場については、次の使用料を適用しています。なお、現在は該当する施設はありません。

50㎥を超えるもの 34.6

10㎥を超え20㎥まで 165.0

１０㎥まで 1,485 20㎥を超え50㎥まで 176.0

＜公衆浴場汚水における使用料（１ヶ月）＞

基本水量 基本料金（円） 超過料金（１㎥につき）　（円）

部等 課 担当業務

農林水産部 農林整備課 農業集落排水の計画及び建設を行います。

建設部 下水道課 農業集落排水の経営管理及び使用料等の賦課徴収を行います。

由宇総合支所 農林建設課

所管処理区内の農業集落排水施設の維持管理を行います。
周東総合支所 建設課

錦総合支所 農林建設課

美和総合支所 農林建設課
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２．将来の事業環境

（１）処理区域内人口の予測

（２）有収水量の予測

（３）使用料収入の見通し

　処理区域内人口は、令和３年度から令和６年度までの期間における処理区域内の年平均の人口減少率を考慮した上で算出して
います。
　その結果、今後の人口動態を鑑みると、令和１７年度までの１０年間にわたり、処理区域内の人口が約３００人減少すること
が見込まれています。

　有収水量は、処理区域内の人口が減少していくことに加え、近年の節水機器の普及や省エネ意識の高まりが影響し、有収水量
は今後徐々に減少すると見込んでいます。

　使用料収入は、令和８年度に予定している料金改定を鑑みると、一時的には使用料収入が増加することが見込まれています。
しかし、その後の予測においては、処理区域内の人口減少および有収水量の減少に伴い、徐々に使用料収入も減少していくと見
込んでいます。
　独立採算制の観点から見ると、一般会計繰入金（基準外）に依存しない自立した事業経営が求められていることから、使用料
の適切な設定と段階的な改定が必要不可欠であり、これにより将来的な収入の安定を図ることが求められます。
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R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

有収水量の見通し (単位：千㎥)

47 47
49

54 54 53 53 52 52 51 51 50

40

42

44

46

48

50

52

54

56

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

使用料収入の見通し (単位：百万円)
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2,500

2,800
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処理区域内人口の見通し (単位：人)
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（４）施設の見通し

（５）組織の見通し

３．経営の基本方針

　本市における農業集落排水事業は、６地区１２処理区で事業を実施しており、管路施設については、既に全ての処理区で整備
が完了しています。
　また、処理施設については、最も古いもので３６年が経過し、老朽化した処理場設備等の更新を行う必要があります。
　今後は、令和２年度に策定した最適整備構想、令和４年度に策定した維持管理適正化計画に基づき、施設の統合や規模の適正
化による維持管理費の削減、施設の計画的な更新に取り組んでいきます。

　現在の組織状況を考慮すると、今後も施設の整備を進めつつ、適正な管理が重要であるため、現行体制を維持する必要があり
ます。これにより、組織の機能を安定させ、持続可能な運営を確保できます。
　令和３年度から実施している下水道料金徴収事務の一元化は、利便性向上、事務効率化、経費削減へと寄与しています。この
体制を今後も維持・発展させ、さらなる業務効率の向上とサービスの質向上を目指していきます。

　公共用水域の水質保全の向上、持続可能な経営基盤の推進、安心・安全なまちづくりを基本理念とし、水洗化率の向上に努
め、健全な事業経営を行うことを基本方針とします。

(1) 安心・安全なまちづくり
「最適整備構想」および「維持管理適正化計画」に基づき、リスク評価を行ったうえで、優先順位をつけながら農業

集落排水処理施設の計画的な更新及び長寿命化を図り、安心・安全な農業集落排水処理施設を構築します。

(2) 持続可能な経営基盤の確立
水洗化率の向上を図り、維持管理業務の民間委託による効率的な事業運営で経費削減を進めます。また、使用料収入の

　　確保に向けた取り組みや、使用料改定の必要性についても検証し、持続可能な事業経営を推進します。
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４．投資・財政計画（収支計画）

（１）投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り

※ 赤字がある場合には（３）において、その解消方法が示されていることが必要

① 収支計画のうち投資についての説明

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

　農業集落排水施設は供用開始後３６年を経過し、各設備は耐用年数を迎えたものも多く、計画的
な機器更新が必要不可欠な状況にあるため、「最適整備構想」および「維持管理適正化計画」を基
に機械・電気設備等の更新を図り、将来にわたり安心して住み続けられる農村インフラの強靭化を
目指します。

目 標

○投資の目標に関する事項
「最適整備構想」および「維持管理適正化計画」に基づき、計画的な更新及び長寿命化を図ります。

○建設改良費
処理施設８か所、中継ポンプ等の農業集落排水施設の機能強化対策（施設の改築・更新）の建設改良費を計上しています。

○企業債償還金
過年度に借り入れた企業債及び新規整備に伴う企業債発行額の元金償還額を計上しています。
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② 収支計画のうち財源についての説明

目 標

○財源の目標に関する事項
使用料収入の減少が見込まれますが、一般会計の負担を抑制、地方債残高を縮小させるように財政運営に取り組みます。

　　また、財政運営の健全化を図るため、料金改定の検討を進めていきます。

○使用料収入の見通しに関する事項
過年度実績に基づき将来の使用料単価を設定し、有収水量に乗じて算定しています。令和8年度の料金改定も考慮してい

ます。

○資産の有効活用に関する事項
本市の農業集落排水事業には有効活用可能な遊休資産や基金は存在しないため、該当事項はありません。

○その他に関する事項
国庫補助金は農山漁村地域整備交付金実施要綱に基づき、補助基準額の2分の１を見込んで算定しています。

○繰入金に関する事項
繰入基準に基づき、適正な範囲で繰入れを行う推計としています。

○企業債に関する事項
建設改良費から国庫補助金等の財源を差し引いた額を基に、起債充当率100％で算定します。

　収益的収支において企業負担を最小限に抑えるため、国の各種補助事業（農山漁村地域整備交付
金）を活用し建設投資を行います。また、水洗化率の向上による使用料収入の確保に努め、経営基
盤の強化を図ります。
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③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

○民間の活力の活用に関する事項（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制度、PPP/PFIなど）
現状具体的な検討はありませんが、今後、近隣団体等の状況を踏まえて検討していきます。

○職員給与費に関する事項
職員給与費は、令和６年度の決算見込額に直近の人事院給与勧告増減率を加味して算定しています。

○その他に関する事項
「減価償却費」と「支払利息」は、過年度に整備した資産及び新規投資から発生すると見込まれる金額を推計しています。

○維持管理費（動力費・修繕費・材料費・委託料）に関する事項
「動力費」、「修繕費」および「委託料」は、直近３か年の平均額を基準として、令和８年度以降は物価上昇を加味して

算定しています。また、「材料費」は、過年度から費用を計上していないため、本計画においても非計上としています。
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（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

① 今後の投資についての考え方・検討状況
* 処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

② 今後の財源についての考え方・検討状況

③ 投資以外の経費についての考え方・検討状況

５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

　「最適整備構想」および「維持管理適正化計画」に基づき、投資を行う際は優
先順位を設定し、投資の平準化を図ります。

　美川地区の佐手処理区と南桑処理区の施設を統合することにより、最適化を図
ります。

広域化・共同化・最適化に関する事項

その他の取組

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

投資の平準化に関する事項

（１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合
には、赤字の解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載する
こと。

* （１）において黒字の場合においても、投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組に
ついて、その内容等を記載すること。

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

　毎年度、進捗状況の管理（モニタリング）を行い、実施状況について評価・検証を実施
します。さらに、３～５年ごとに経営戦略の見直し（ローリング）を行い、「投資・財政
計画（収支計画）」と実績との乖離を検証し、ＰＤＣＡサイクル（Plan<計画>－Do<実行>
－Check<評価>－Action<改善>）を活用します。また、最新情報に基づいて事業環境の変
化を把握し、将来予測を更新して経営の健全化を図る新たな取り組みを検討します。

職員給与費に関する事項 　事業効率化のため、適正な組織体制の構築に努めます。

動力費に関する事項 　機器更新の際には可能な限り省エネルギー機器の導入を検討します。

修繕費に関する事項
　施設の経過年数増加に伴う修繕費の増加が予想されるため、保守点検で要補修
箇所の早期発見に努め、長寿命化による修繕費の平準化に努めます。

委託費に関する事項
　定期的に委託内容の見直しを行い、業務の効率化を図ることで経費節減に努め
ます。

その他の取組 ―

薬品費に関する事項 ―

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者

制度、PPP/PFIなど）
―

資産活用による収入増加
の取組について

その他の取組 　使用料の収納率の向上に努める。

―

　使用料収入は令和８年度に予定している料金改定で一時的に増加しますが、そ
の後は人口減少により減少が予想されます。効率的な経費運用を前提に、必要に
応じて使用料の見直しを検討します。

使用料の見直しに関する事項

―

―

- 8 -



す
で

に
す

べ
て

の
処

理
区

で
施

設
整

備
が

完
了

し
て

お
り

、
施

設
の

設
置

年
度

は
昭

和
6
3
年

度
か

ら
平

成
1
9
年

度
で

、
設

置
か

ら
3
0
年

以
上

経
過

し
て

い
る

施
設

も
あ

る
。

管
渠

施
設

に
お

い
て

は
現

在
の

と
こ

ろ
耐

用
年

数
を

超
え

た
も

の
は

な
い

が
、

処
理

施
設

に
つ

い
て

は
老

朽
化

が
顕

在
化

し
て

き
て

い
る

。
施

設
の

機
能

診
断

を
ベ

ー
ス

に
最

適
整

備
構

想
を

策
定

し
て

計
画

的
、

効
率

的
な

更
新

投
資

を
行

い
、

施
設

の
長

寿
命

化
を

図
る

。
　

な
お

、
有

形
固

定
資

産
減

価
償

却
率

が
類

似
団

体
と

比
較

し
て

低
い

数
値

と
な

っ
て

い
る

が
、

こ
れ

は
企

業
会

計
移

行
前

に
取

得
し

た
資

産
に

つ
い

て
減

価
償

却
累

計
額

が
反

映
さ

れ
て

い
な

い
こ

と
に

よ
る

も
の

で
あ

り
、

実
際

に
は

施
設

の
老

朽
化

は
進

ん
で

い
る

状
況

に
あ

る
。

2
.

老
朽

化
の

状
況

全
体

総
括

　
本

市
の

農
業

集
落

排
水

事
業

を
取

り
巻

く
経

営
環

境
は

、
人

口
減

少
や

節
水

型
社

会
の

進
展

に
よ

る
水

需
要

の
減

少
に

伴
う

使
用

料
収

入
の

減
少

や
施

設
の

老
朽

化
に

伴
う

改
築

更
新

費
用

の
増

加
が

見
込

ま
れ

る
な

ど
、

年
々

厳
し

さ
を

増
し

て
い

る
。

　
ま

た
、

本
事

業
は

、
農

業
集

落
で

実
施

さ
れ

る
と

い
う

事
業

の
特

性
上

、
利

用
者

数
は

限
定

的
で

、
料

金
収

入
も

限
ら

れ
る

た
め

、
毎

年
度

収
入

不
足

が
生

じ
て

い
る

が
、

水
質

保
全

な
ど

公
共

的
利

益
の

観
点

か
ら

、
不

足
分

を
一

般
会

計
か

ら
の

繰
入

金
で

補
い

事
業

運
営

を
維

持
し

て
い

る
。

　
今

後
は

、
水

洗
化

率
の

向
上

、
維

持
管

理
業

務
の

民
間

委
託

に
よ

る
効

率
的

な
運

営
に

よ
る

経
費

削
減

だ
け

で
な

く
、

「
最

適
整

備
構

想
」

及
び

「
維

持
管

理
適

正
化

計
画

」
に

基
づ

き
計

画
的

な
施

設
の

更
新

・
長

寿
命

化
を

図
り

、
使

用
料

収
入

の
確

保
に

向
け

た
取

組
や

使
用

料
改

定
の

必
要

性
を

検
証

し
、

持
続

可
能

な
事

業
経

営
を

推
進

す
る

。

※
「

経
常

収
支

比
率

」
、

「
累

積
欠

損
金

比
率
」
、
「
流
動
比
率
」
、
「
有
形
固
定
資
産
減
価
償
却

率
」

及
び

「
管

渠
老

朽
化

率
」

に
つ

い
て

は
、

法
非

適
用

企
業

で
は

算
出

で
き

な
い

た
め

、
法

適
用

企
業

の
み

の
類

似
団

体
平

均
値

及
び

全
国

平
均

を
算

出
し

て
い

ま
す

。

3
,
3
9
1

2
.
4
6

1
,
3
7
8
.
4
6

【
】

令
和

6
年

度
全

国
平

均

処
理

区
域

面
積

(
k
m
2
)

処
理

区
域

内
人

口
密

度
(
人

/
k
m
2
)

－

2
.

老
朽

化
の

状
況

に
つ

い
て

類
似

団
体

平
均

値
（

平
均

値
）

分
析

欄

1
.

経
営

の
健

全
性

・
効

率
性

1
.

経
営

の
健

全
性

・
効

率
性

に
つ

い
て

経
常

収
支

比
率

は
、

前
年

度
と

同
水

準
と

な
っ

て
い

る
。

累
積

欠
損

金
は

生
じ

て
お

ら
ず

、
累

積
欠

損
金

比
率

は
０

％
と

な
っ

て
い

る
。

　
流

動
比

率
は

、
前

年
度

と
比

較
し

て
減

少
し

て
い

る
が

、
類

似
団

体
と

比
較

す
る

と
高

水
準

で
あ

る
。

　
企

業
債

残
高

対
事

業
規

模
比

率
は

、
前

年
度

と
同

様
、

企
業

債
残

高
と

一
般

会
計

負
担

額
が

同
額

で
あ

る
た

め
０

％
と

な
っ

て
い

る
。

　
経

費
回

収
率

は
、

前
年

度
と

比
較

し
て

減
少

し
、

汚
水

処
理

原
価

は
、

前
年

度
と

比
較

し
て

増
加

し
て

い
る

が
、

こ
れ

は
、

維
持

管
理

費
が

増
と

な
り

、
使

用
料

収
入

が
減

と
な

っ
た

こ
と

に
よ

る
も

の
で

あ
る

。
両

数
値

と
も

に
類

似
団

体
の

水
準

に
達

し
て

い
な

い
状

況
で

あ
り

、
今

後
も

継
続

的
に

経
費

節
減

に
取

り
組

ん
で

い
く

必
要

が
あ

る
。

　
施

設
利

用
率

と
水

洗
化

率
は

、
全

国
平

均
及

び
類

似
団

体
を

上
回

っ
て

い
る

が
、

水
洗

化
率

に
つ

い
て

は
、

今
後

も
継

続
し

て
未

接
続

者
へ

の
接

続
勧

奨
等

に
取

り
組

む
必

要
が

あ
る

。

資
金

不
足

比
率

(
％

)

-
9
1
.
7
5

2
.
7
5

1
0
8
.
7
4

3
,
1
3
5

自
己

資
本

構
成

比
率

(
％

)
普

及
率

(
％

)
有

収
率

(
％

)
1
か

月
2
0
ｍ

3
当

た
り

家
庭

料
金

(
円

)

1
2
4
,
5
6
8

処
理

区
域

内
人

口
(
人

)

8
7
3
.
6
7

1
4
2
.
5
8

■
当

該
団

体
値

（
当

該
値

）
法

適
用

下
水
道

事
業

農
業
集
落
排
水

F
1

非
設

置

経
営

比
較

分
析

表
（

令
和

6
年

度
決

算
）

山
口

県
　

岩
国

市

業
務

名
業

種
名

事
業

名
類

似
団

体
区

分
管

理
者

の
情

報
人

口
（

人
）

面
積

(
k
m
2
)

人
口

密
度

(
人

/
k
m
2
)

グ
ラ

フ
凡

例

0.
00

0.
01

0.
02

0.
03

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

R0
6

当
該
値

0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

平
均
値

0.
02

0.
01

0.
01

0.
02

0.
02

98
.0
0

98
.5
0

99
.0
0

99
.5
0

10
0.
0
0

10
0.
5
0

10
1.
0
0

10
1.
5
0

10
2.
0
0

10
2.
5
0

10
3.
0
0

10
3.
5
0

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

R0
6

当
該
値

10
0.
0
1

10
0.
0
0

10
0.
0
0

10
0.
0
0

10
0.
0
0

平
均
値

10
3.
0
9

10
2.
1
1

10
1.
9
1

10
3.
0
7

10
3.
0
4

0.
00

5.
00

10
.0
0

15
.0
0

20
.0
0

25
.0
0

30
.0
0

35
.0
0

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

R0
6

当
該
値

7.
60

11
.2
3

14
.8
0

18
.2
8

21
.7
4

平
均
値

24
.8
0

28
.1
2

28
.7
9

30
.5
0

30
.4
9

0.
00

0.
01

0.
02

0.
03

0.
04

0.
05

0.
06

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

R0
6

当
該
値

0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

平
均
値

0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

0.
05

①
経
常
収
支
比
率
(
％
)

0.
00

20
.0
0

40
.0
0

60
.0
0

80
.0
0

10
0.
0
0

12
0.
0
0

14
0.
0
0

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

R0
6

当
該
値

0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

平
均
値

10
1.
2
4

12
4.
9
0

12
4.
8
0

12
0.
6
4

10
0.
3
1

0.
00

10
.0
0

20
.0
0

30
.0
0

40
.0
0

50
.0
0

60
.0
0

70
.0
0

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

R0
6

当
該
値

40
.2
0

33
.4
7

58
.2
3

61
.1
7

49
.8
1

平
均
値

37
.2
4

33
.5
8

35
.4
2

39
.8
2

41
.0
3

0.
00

10
0.
0
0

20
0.
0
0

30
0.
0
0

40
0.
0
0

50
0.
0
0

60
0.
0
0

70
0.
0
0

80
0.
0
0

90
0.
0
0

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

R0
6

当
該
値

0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

平
均
値

78
3.
8
0

77
8.
8
1

71
8.
4
9

74
3.
3
1

79
6.
8
0

0.
00

10
.0
0

20
.0
0

30
.0
0

40
.0
0

50
.0
0

60
.0
0

70
.0
0

80
.0
0

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

R0
6

当
該
値

63
.9
0

60
.6
0

60
.0
4

60
.5
1

56
.2
2

平
均
値

68
.1
1

67
.2
3

61
.8
2

61
.1
5

58
.4
1

0.
00

50
.0
0

10
0.
0
0

15
0.
0
0

20
0.
0
0

25
0.
0
0

30
0.
0
0

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

R0
6

当
該
値

24
1.
6
3

25
5.
4
7

25
8.
8
6

25
8.
2
9

27
8.
6
3

平
均
値

22
2.
4
1

22
8.
2
1

24
6.
9
0

25
0.
4
3

26
7.
3
4

49
.0
0

50
.0
0

51
.0
0

52
.0
0

53
.0
0

54
.0
0

55
.0
0

56
.0
0

57
.0
0

58
.0
0

59
.0
0

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

R0
6

当
該
値

58
.0
8

58
.3
7

53
.9
1

53
.6
2

54
.9
5

平
均
値

55
.2
6

54
.5
4

52
.9
0

52
.6
3

52
.3
4

89
.0
0

89
.5
0

90
.0
0

90
.5
0

91
.0
0

91
.5
0

92
.0
0

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

R0
6

当
該
値

90
.1
7

91
.5
3

90
.6
8

91
.1
9

91
.6
2

平
均
値

90
.5
2

90
.3
0

90
.3
0

90
.3
2

90
.0
5

②
累
積
欠
損
金
比
率

(
％
)

③
流
動
比
率
(
％

)
④
企
業
債
残
高
対
事
業
規
模
比
率

(
％

)

⑤
経
費
回
収
率
(
％

)
⑥
汚
水
処
理
原
価
(
円
)

⑦
施
設
利
用
率
(
％

)
⑧
水
洗
化
率
(
％

)

①
有
形
固
定
資
産
減
価
償
却
率
(
％
)

②
管
渠
老
朽
化
率
(
％
)

③
管
渠
改
善
率

(
％

)

【
1
04

.3
0】

【
1
02

.7
4】

【
4
7.
19
】

【
7
98

.1
0】

【
8
7.
80
】

【
4
9.
92
】

【
2
86

.3
3】

【
5
4.
51
】

【
2
8.
46
】

【
0
.0

3】
【
0
.0

2】
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様
式

第
2
号

（
法

適
用

企
業

・
収

益
的

収
支

）
投

資
・
財

政
計

画
（
収

支
計

画
）

（
単

位
：
千

円
，

％
）

年
度

前
々

年
度

前
年

度

区
分

（
決

算
）

（
決

算
）

１
．

(A
)

4
8
,5

9
8

4
7
,4

6
7

4
7
,1

3
2

4
9
,4

6
1

5
4
,4

9
3

5
3
,9

5
3

5
3
,4

3
2

5
2
,9

1
0

5
2
,3

8
9

5
1
,8

6
7

5
1
,3

6
3

5
0
,8

6
0

5
0
,3

7
4

(1
)

4
8
,3

8
6

4
7
,3

4
6

4
6
,8

8
8

4
9
,2

1
7

5
4
,2

4
9

5
3
,7

0
9

5
3
,1

8
8

5
2
,6

6
6

5
2
,1

4
5

5
1
,6

2
3

5
1
,1

1
9

5
0
,6

1
6

5
0
,1

3
0

(2
)

(B
)

(3
)

2
1
2

1
2
1

2
4
4

2
4
4

2
4
4

2
4
4

2
4
4

2
4
4

2
4
4

2
4
4

2
4
4

2
4
4

2
4
4

２
．

1
4
9
,5

9
6

1
5
0
,9

3
3

1
4
5
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繕
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3
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1
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1
6
3
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1
5
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7
0

1
7
3
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0
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2
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0
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3
3
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8
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1
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1
3
年

度

他
会

計
へ

の
支

出
金

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

合
計

う
ち

基
準

外
繰

入
金

資
本

的
収

支
分

8
年

度
本

年
度

資 本 的 収 入

そ
の

他

計

1
4
年

度
1
5
年

度

他
会

計
負

担
金

1
6
年

度

企
業

債

う
ち

資
本

費
平

準
化

債

他
会

計
出

資
金

他
会

計
補

助
金

本
年

度
8
年

度
9
年

度
1
0
年
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1
1
年
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1
2
年

度

他
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計
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入
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国
（

都
道

府
県
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助
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固
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資
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担
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計
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不
足
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) -
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)

他
会

計
借

入
金

残
高

企
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債
残

高

資
本

的
収

入
額

が
資

本
的

支
出

額
に

不
足

す
る
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損
益

勘
定

留
保

資
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余
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年
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繰
り
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さ

れ
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出

の
財

源
充

当
額

純
計

(A
)-

(B
)

資 本 的 支 出

建
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改
良

費

う
ち

職
員

給
与

費

企
業

債
償

還
金

他
会

計
長

期
借

入
返

還
金
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